
　

高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
で
は
、
①
定

年
制
の
廃
止
、
②
定
年
の
引
き
上
げ
、

③
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
│
│
の
い
ず

れ
か
の
措
置
（
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措

置
）
を
講
じ
、
65
歳
ま
で
の
安
定
し
た

雇
用
の
確
保
を
事
業
主
に
義
務
付
け
て

い
る
。
さ
ら
に
、
①
〜
③
に
加
え
て
創

業
支
援
等
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、

70
歳
ま
で
の
就
業
機
会
を
確
保
す
る
措

置
（
高
年
齢
者
就
業
確
保
措
置
）
を
事

業
主
の
努
力
義
務
と
し
て
い
る
。
本
稿

で
は
、
高
齢
者
の
雇
用
状
況
を
分
析
し

た
い
。

　

２
０
２
５
年
12
月
に
厚
生
労
働
省
が

公
表
し
た
「
高
年
齢
者
雇
用
状
況
等
報

告
」
で
は
、
高
齢
者
の
雇
用
環
境
が
改

善
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
を
実
施
し
て

い
る
企
業
の
割
合
は
99
・
９
％
と
ほ
ぼ

す
べ
て
の
企
業
が
対
応
し
て
お
り
、
継

続
雇
用
制
度
を
導
入
し
て
い
る
企
業
が

65
・
１
％
（
前
年
比
２
・
３
％
㌽
減
）、

定
年
の
引
き
上
げ
を
行
っ
て
い
る
企
業

が
31
・
０
％
（
同
２
・
３
％
㌽
増
）、

定
年
制
を
廃
止
し
て
い
る
企
業
が
３
・

９
％
（
同
ゼ
ロ
％
㌽
）
と
な
っ
て
い
る
。

　

他
方
、
70
歳
ま
で
の
高
年
齢
者
就
業

確
保
措
置
を
実
施
し
て
い
る
企
業
の
割

合
は
34
・
８
％
に
と
ど
ま
り
、
少
数
派

に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
内
訳
は
、
継
続
雇

用
制
度
の
導
入
が
28
・
３
％
（
前
年
比

２
・
７
％
㌽
増
）、
定
年
の
引
き
上
げ

が
２
・
５
％
（
同
０
・
１
％
㌽
増
）、

定
年
制
の
廃
止
が
３
・
９
％
（
同
ゼ
ロ

％
㌽
）
だ
っ
た
。
報

告
企
業
に
お
け
る
定

年
年
齢
を
見
る
と
、

60
歳
を
定
年
と
す
る

企
業
が
62
・
２
％
で
、

こ
の
企
業
を
含
め
て

65
歳
以
下
を
定
年
年

齢
と
す
る
企
業
が
92

・
４
％
に
上
る
（
図

表
）。25年

６
月
に
内
閣

府
が
公
表
し
た
「
高

齢
者
の
経
済
生
活
に

関
す
る
調
査
結
果
」

に
よ
る
と
、
企
業
で

働
く
60
〜
64
歳
の
会

社
員
（
会
社
・
団
体

の
役
員
、
正
社
員
、

契
約
社
員
、
嘱
託
社

員
の
合
計
）
の
割
合
が
43
・
７
％
で
あ

る
の
に
対
し
、
65
〜
69
歳
の
会
社
員
は

23
・
１
％
に
過
ぎ
な
い
。
25
年
版
「
高

齢
社
会
白
書
」
で
は
、
収
入
を
伴
う
仕

事
を
し
て
い
る
60
歳
以
上
の
人
が
「
何

歳
ご
ろ
ま
で
収
入
を
伴
う
仕
事
を
し
た

い
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
「
65
歳

く
ら
い
ま
で
」
と
「
70
歳
く
ら
い
ま

で
」
と
し
た
回
答
の
合
計
が
35
・
７
％

に
上
っ
た
。
一
方
、「
75
歳
く
ら
い
ま

で
」（
13
・
７
％
）、「
働
け
る
う
ち
は

い
つ
ま
で
も
」（
22
・
４
％
）
と
の
回

答
も
多
く
見
ら
れ
た
。

　

働
く
高
齢
者
を
増
や
す
こ
と
を
目
的

に
、
26
年
か
ら
在
職
老
齢
年
金
の
支
給

停
止
基
準
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
年
金

の
繰
り
下
げ
受
給
が
し
や
す
く
な
る
改

正
や
、
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
（
ｉ
Ｄ

ｅ
Ｃ
ｏ
）
を
70
歳
ま
で
拠
出
で
き
る
改

正
も
行
わ
れ
る
。
今
後
も
65
歳
以
降
に

働
け
る
環
境
の
整
備
が
喫
緊
の
課
題
と

い
え
る
。

高
齢
者
の
雇
用
状
況
は
改
善
も
、

65
歳
以
後
に
働
け
る
環
境
整
備
が
課
題

（
厚
生
労
働
省
「
高
年
齢
者
雇
用
状
況
等
報
告
」）

ア
セ
ッ
ト
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〔図表〕 企業における定年制の状況

（出所） 　厚生労働省「高年齢者雇用状況等報告」からアセットマネジメント
Ｏｎｅ作成。

60歳定年
62.2％

61～64歳定年
2.9％

65歳定年
27.2％

66～69歳定年
1.2％

70歳以上定年
2.5％

定年制の廃止 3.9％
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